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法第８６条による認定申請の進め方 

 

 

建築認定申請      事前協議 

 

事前打合せ       関係各課意見 

（建築許認可担当） 

規則で定める書類に次の書類を加えたものとする 

認定申請書作成 

（正副各一部） 

 

注１） 

認定申請書受付 

 

審  査 

 

注２） 

認  定  

             

公告 

確認申請 

 

 

 

 

 

 

 

注１） 開発許可にかかるものは都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下｢都計法｣という。）

第３２条協議を終了し同法第２９条許可申請提出と同時期とする。 

注２） 開発許可にかかるものは同時期の認定とする。 

認定申請書 

計画概要書 

委任状 

理由書 

区域の一覧表 

付近見取図（用途地域） 

用途別現況図 

配置図 

動線計画図 

排水計画図 

植栽計画図 

建物平面、立面、断面図 

日影図（各敷地） 

日影図（全体） 

団地内日照図 

掲示板位置図 

掲示板詳細図 

管理者選任届 

地番図(写) 


